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健康推進課
お知らせ

お問い合わせは、
（☎63・3801）まで。

●
一
般
不
妊
治
療

　

不
妊
や
不
育
に
悩
ん
で
い
る
ご
夫

婦
を
支
援
す
る
た
め
、治
療
費
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

日
高
町
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、

左
記
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

・�

法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
ご
夫

婦
で
あ
る
こ
と

・�

夫
ま
た
は
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
、あ

る
い
は
両
者
が
和
歌
山
県
内
に
１

年
以
上
住
民
登
録
し
て
い
る
こ
と

・�

各
種
医
療
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
こ
と

・�

夫
婦
の
前
年
度
の
合
計
所
得
が

７
３
０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

■
助
成
内
容

助
成
額　

…�

１
年
度
に
つ
き
20
万
円

を
限
度
に
助
成

助
成
期
間
…�

連
続
す
る
２
年
間
の
費

用
を
助
成

■
申
請
方
法

　

治
療
終
了
後
、申
請
書
に
関
係
書

類
を
添
付
し
て
３
月
末
ま
で
に
健
康

推
進
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

不
妊
治
療
費
の

�

助
成
に
つ
い
て

　

妊
婦
、と
く
に
妊
娠
初
期
の
女
性
が

風
し
ん
に
か
か
る
と
、生
ま
れ
て
く
る

赤
ち
ゃ
ん
が
、耳
が
聞
こ
え
に
く
い
、

目
が
見
え
に
く
い
、生
ま
れ
つ
き
心
臓

に
病
気
が
あ
る
な
ど「
先
天
性
風
し
ん

症
候
群
」と
い
う
病
気
に
か
か
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

予
防
の
た
め
に
は
、妊
娠
す
る
可
能

性
の
あ
る
女
性
は
事
前
に
予
防
接
種

を
受
け
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、パ
ー
ト
ナ
ー
の
方
も
風
し

ん
を
発
症
し
な
い
よ
う
注
意
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

日
高
町
で
は
、妊
娠
を
希
望
し
て

い
る
女
性
と
、妊
婦
さ
ん
の
夫
へ
の

風
し
ん
予
防
接
種
ま
た
は
、麻
し
ん
・

風
し
ん
混
合
予
防
接
種
の
費
用
を
助

成
し
ま
す
。

《
対
象
者
》

　

日
高
町
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、

左
記
の
事
項
に
該
当
す
る
方

●
19
歳
～
49
歳
の
妊
娠
を
予
定

　
　
　

ま
た
は
希
望
し
て
い
る
女
性

　
（
昭
和
44
年
４
月
２
日
～

�

平
成
13
年
４
月
１
日
生
）

※�

接
種
を
希
望
す
る
方
は
、妊
娠
し
て
い
な
い

時
期
に
接
種
し
、接
種
後
２
か
月
間
は
妊
娠

を
避
け
る
こ
と
が
必
要
で
す

●
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
の
夫（
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
も
含
む
）

●
妊
娠
し
て
い
る
女
性
の
夫（
母
子

健
康
手
帳
で
確
認
し
ま
す
）

※
右
記
に
か
か
わ
ら
ず
、昭
和
37
年

４
月
２
日
～
昭
和
54
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
男
性
に
つ
い
て
は
、風

し
ん
第
５
期
定
期
接
種
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

《
助
成
期
間
》

平
成
31
年
４
月
１
日

�

～
令
和
２
年
３
月
31
日

《
助
成
方
法
》

●
助
成
券
の
発
行
に
よ
る
助
成

　

健
康
推
進
課
へ
申
請
し
て
無
料
接

種
券
・
予
診
票
の
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。次
に
、医
療
機
関
に
予
約

し
、そ
れ
ら
を
持
参
し
て
接
種
を
受

風
し
ん
予
防
接
種
の

�

費
用
を
助
成
し
ま
す

け
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の
…
印
鑑

（
母
子
健
康
手
帳〔
妊
娠
し
て
る
女
性

の
夫
〕）

●
償
還
払
い
に
よ
る
助
成

　

接
種
完
了
後
、医
療
機
関
に
接
種

費
用
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　

必
要
書
類
を
ご
持
参
の
上
、健
康

推
進
課
へ
費
用
の
償
還
を
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の
…
印
鑑
・
領

収
書
・
接
種
済
証
・
振
込
先
の
通
帳

（
母
子
健
康
手
帳〔
妊
娠
し
て
る
女
性

の
夫
〕）
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●
特
定
不
妊
治
療

　

体
外
受
精
お
よ
び
顕
微
授
精（
特

定
不
妊
治
療
）を
受
け
ら
れ
た
ご
夫

婦
に
対
し
、経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、治
療
費
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。助
成
は
、和
歌
山
県
特
定
不
妊

治
療
費
助
成
事
業
に
上
乗
せ
す
る
形

で
行
い
ま
す
。

■
対
象
者

　

左
記
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

・�

特
定
不
妊
治
療
以
外
の
治
療
法
に

よ
っ
て
は
妊
娠
の
見
込
み
が
な
い

か
、ま
た
は
、極
め
て
少
な
い
と
医

師
に
診
断
さ
れ
た
方

・�

法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
ご
夫

婦
で
あ
る
こ
と

・�

指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
特
定
不

妊
治
療
を
受
け
た
方

・�

夫
ま
た
は
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
、

あ
る
い
は
両
者
が
日
高
町
に
住
民

登
録
が
あ
る
こ
と

・�

夫
婦
の
前
年
度
の
合
計
所
得
が

７
３
０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

・�

和
歌
山
県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
実
施
要
綱
に
よ
る
助
成
金
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方

■
助
成
内
容

　

和
歌
山
県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

要
綱
の
助
成
額
を
控
除
し
た
額
を
、

10
万
円
を
限
度
に
助
成
し
ま
す
。

■
助
成
回
数

　

初
め
て
助
成
を
受
け
る
際
の
治
療

開
始
時
の
妻
の
年
齢
が

・
40
歳
未
満

　

43
歳
に
な
る
ま
で
に
通
算
６
回

・
40
歳
以
上
43
歳
未
満

　

43
歳
に
な
る
ま
で
に
通
算
３
回

・
43
歳
以
上

　

助
成
対
象
外

■
申
請
方
法

　

治
療
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
年

度
内
に
御
坊
保
健
所
へ
申
請
し
て
頂

く
と
、町
の
助
成
の
申
請
が
で
き
ま

す
。（
３
月
に
治
療
が
終
了
し
た
場
合

に
限
り
、翌
年
度
の
４
月
末
ま
で
申

請
が
可
能
で
す
）

　

申
請
書
お
よ
び
関
係
書
類
に
つ
い

て
、詳
し
く
は
健
康
推
進
課（
☎
６
３

･

３
８
０
１
）ま
で
。

　11月下旬から12月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用された場
合、１か月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象
に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせをお送りしています。
　患者負担の軽減や医療保険財政の改善には、ジェネリック医薬品の普及
が重要です。この機会に、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。

　このお知らせは、現在処方を受けているお薬を、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に自己負
担額が軽減できることをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。

　お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。
　切り替えを希望される方は、かかりつけの医師または、薬剤師にご相談ください。

【お問い合わせ先】
後発医薬品利用差額通知コールセンター
� ☎０１２０･５３･０００６（通話無料）

和歌山県後期高齢者医療広域連合
　和歌山市吹上２丁目１番２２号　日赤会館９階
� ☎０７３･４２８･６６８８

後期高齢者医療制度に加入されているみなさまへ

ジェネリック医薬品使用促進の

� お知らせをお送りしています

ジェネリック医薬品使用促進の

� お知らせをお送りしています


